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理

由

我
が
国
の
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
並
び
に
農
山
漁
村
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
は
、
国
内
外
の
多
様
な

需
要
に
応
じ
た
我
が
国
農
林
漁
業
の
安
定
的
な
成
長
発
展
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
我
が
国
農
林
漁
業
が
成

長
産
業
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
農
林
漁
業
者
が
新
た
な
事
業
分
野
を
開
拓
す
る
事
業
活
動
等
に
対
し
資
金
供
給
そ
の
他
の

支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
と
し
て
、
株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構
を
設
立
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


